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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）ニコチン酸、ニコチン酸誘導体、ニコチニックアルコール、ニコチニックアルコー
ル塩から選ばれる少なくとも１種以上と、（Ｂ）ラフィノース、マルチトール、ソルビト
ール、トレハロース、β－ラクトース、ブドウ糖から選択される少なくとも１種以上と、
（Ｃ）水溶性の皮膜形成性高分子からなる群より選択される１種以上とを含有することを
特徴とする化粧料。
【請求項２】
（Ａ）のニコチン酸誘導体が、メチルニコチン酸、エチルニコチン酸、ベンジルニコチン
酸、ニコチン酸アミド、クエン酸ニカメタート、ニコチン酸トコフェロール、キノリン酸
、ピリジン３，５－ジカルボン酸、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸、ニコ
チン酸モノヌクレオチドであることを特徴とする請求項１記載の化粧料。
【請求項３】
（Ｃ）の水溶性の皮膜形成性高分子が、カルボキシビニルポリマー、アルキル変性カルボ
キシビニルポリマー、アラビアガム、アルギン酸またはその塩、カラギーナン、寒天、グ
アーガム、クインスシード、タマリンドガム、デキストリン、デキストラン、デンプン、
ローカストビーンガム、カラヤガム、トラガカントガム、ペクチン、マルメロ、キトサン
、キサンタンガム、ジェランガム、ヒアルロン酸またはその塩、プルラン、メチルセルロ
ース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース
、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カチオン化セル
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ロース、ポリアクリル酸アミド、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドンからなる
群より選択される１種以上であることを特徴とする請求項１乃至２のいずれかに記載の化
粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧料に関し、更に詳しくは、荒れ肌改善性に優れ、しかも刺激性の低い化
粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　荒れ肌を予防あるいは改善するためにニコチン酸、ニコチン酸誘導体、ニコチニックア
ルコール、ニコチニックアルコール塩等の角質細胞間脂質の合成促進剤が配合されてきた
（例えば、特許文献１参照）。
　しかしながら、例えばアトピー性皮膚炎等の感受性の高い皮膚に対しては、ニコチン酸
、ニコチン酸誘導体、ニコチニックアルコール、ニコチニックアルコール塩等は刺激を与
える場合があり、そのような肌に使用される化粧料には配合できないか、あるいは低濃度
っでしか配合できなかった。
【特許文献１】特許第３１２９６４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明者等は上記の事情に鑑み、鋭意研究した結果本発明を完成したものであって、そ
の目的とするところは、荒れ肌の予防もしくは改善効果に優れ、なおかつ皮膚への刺激性
の少ない化粧料を提供するにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
  上述の目的は、（Ａ）ニコチン酸、ニコチン酸誘導体、ニコチニックアルコール、ニコ
チニックアルコール塩から選ばれる少なくとも１種以上と、Ｂ）特定の単糖及びオリゴ糖
からなる群から選択される少なくとも１種以上と、（Ｃ）水溶性の皮膜形成性高分子から
なる群より選択される１種以上とを含有することを特徴とする化粧料によって達成される
。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明の化粧料は、荒れ肌の予防もしくは改善効果に優れ、しかも皮膚への刺激性の少
ない化粧料である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、本発明の実施の形態について詳述する。
【０００７】
　本発明で（Ａ）成分として用いられるニコチン酸アミド、ニコチン酸誘導体、ニコチニ
ックアルコール、ニコチニックアルコール塩は、化粧品原料として公知の物質である。
【０００８】
　ニコチン酸誘導体の具体例としては、メチルニコチン酸、エチルニコチン酸、ベンジル
ニコチン酸、ニコチン酸アミド、クエン酸ニカメタート、ニコチン酸トコフェロール、キ
ノリン酸、ピリジン３，５－ジカルボン酸、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン
酸、ニコチン酸モノヌクレオチド等が挙げられる。
【０００９】
　本発明で用いられる（Ａ）成分の含有量は、化粧料の総量を基準として、０．０１～１
０．０質量％（以下、％と略記する）が好ましく、特に好ましくは０．１～８．０％であ
る。０．０１％以上で肌荒れ改善及び予防効果が特に優れており、また１０．０％以下で
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あれば、他の（Ｂ），（Ｃ）成分との相乗効果による皮膚刺激性の低減効果が特に顕著で
あり、またコスト的にも有利だからである。
【００１０】
　本発明で（Ｂ）成分として用いられる単糖又はオリゴ糖も、化粧品原料として公知の物
質である。
【００１１】
　（Ｂ）成分は、ラフィノース、マルチトール、ソルビトール、トレハロース、β－ラク
トース、ブドウ糖から選択される。
【００１２】
　本発明で用いられる（Ｂ）成分全体の含有量は、化粧料の総量を基準として、０．０１
～２０．０％が好ましく、さらに好ましくは０．１～１０．０％、特に好ましくは０．１
～５．０％である。０．０１％以上で、肌荒れ改善及び予防効果、及び（Ａ）成分に起因
する刺激性の低減効果が特に優れており、また２０．０％以下が、コスト的にも有利だか
らである。
【００１３】
　本発明で（Ｃ）成分として用いられる水溶性の皮膜形成性高分子も、化粧品原料として
公知の物質である。
【００１４】
　（Ｃ）成分の具体例としては、カルボキシビニルポリマー、アルキル変性カルボキシビ
ニルポリマー、アラビアガム、アルギン酸またはその塩、カラギーナン、寒天、グアーガ
ム、クインスシード、タマリンドガム、デキストリン、デキストラン、デンプン、ローカ
ストビーンガム、カラヤガム、トラガカントガム、ペクチン、マルメロ、キトサン、キサ
ンタンガム、ジェランガム、ヒアルロン酸またはその塩、プルラン、メチルセルロース、
エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒド
ロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カチオン化セルロース
、ポリアクリル酸アミド、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン等を挙げること
ができ、１種以上を組み合わせて用いることができる。
【００１５】
　中でも、カルボキシビニルポリマー、アルキル変性カルボキシビニルポリマー、カラギ
ーナン、キサンタンガム、ヒアルロン酸またはその塩、メチルセルロース、ポリアクリル
酸アミドからなる群より選択される１種以上を組み合わせて用いることが好ましい。
【００１６】
　本発明で用いられる（Ｃ）成分全体の含有量は、化粧料の総量を基準として、０．００
１～１０．０％が好ましく、さらに好ましくは０．１～５．０％、特に好ましくは０．１
～１．０％である。０．００１％以上で、肌荒れ改善及び予防効果、及び（Ａ）成分に起
因する刺激性の低減効果が特に優れており、また１０．０％以下が、コスト的にも有利だ
からである。
【００１７】
　（Ａ）成分と（Ｂ）成分の含有比率は、閉塞性の複合皮膜を形成し易く、（Ａ）成分の
荒れ肌の予防あるいは改善効果を十分に発揮でき、しかも（Ａ）成分に起因する刺激性の
低減効果に優れているという点で、（Ａ）：（Ｂ）＝３：１～１：１０が好ましく、さら
に好ましくは、２：１～１：８である。
【００１８】
　また（Ｂ）成分と（Ｃ）成分を合わせた含有量は、化粧料の総量を基準として、１．０
～５．０％が好ましい。
【００１９】
　本発明の化粧料は、上述した成分を必須の構成成分とするが、当該組成物には本発明の
目的を損なわない範囲で、他の成分、例えば、陰イオン性界面活性剤、両性界面活性剤、
非イオン性界面活性剤、粘剤、油剤、粉体（色素、樹脂、顔料）、防腐剤、香料、保湿剤
、生理活性成分、塩類、溶媒、酸化防止剤、キレート剤、パール化剤、中和剤、ｐＨ調整
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剤、昆虫忌避剤、酵素等の成分を適宜配合することができる。
【００２０】
　以下に他の配合成分の具体例を示すが、これらに限られるものではない。
【００２１】
　陰イオン性界面活性剤としては、直鎖あるいは分岐鎖脂肪酸塩、α－アシルスルホン酸
塩、アルキルスルホン酸塩、アルキルアリルスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン
酸塩、アルキル硫酸塩、アルキルエーテル硫酸塩、アルキルアミド硫酸塩、ポリオキシエ
チレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルアミドエーテル硫酸塩、ア
ルキルリン酸塩、アルキルアミドリン酸塩、アルキロイルアルキルタウリン塩、Ｎ－アシ
ルアミノ酸塩、スルホコハク酸塩、パーフルオロアルキルリン酸エステル等が挙げられる
。
【００２２】
　両性界面活性剤としては、グリシン型、アミノプロピオン酸型、カルボキシベタイン型
、スルホベタイン型、スルホン酸型、硫酸型、リン酸型等が挙げられる。
【００２３】
　非イオン性界面活性剤としては、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレン硬化
ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキル
エーテル、ポリオキシエチレンアルキルエステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリグリセリ
ン脂肪酸エステル、アルキルアミンオキシド等が挙げられる。
【００２４】
　油剤としては、通常化粧料に用いられる揮発性及び不揮発性の油剤、溶剤及び樹脂が挙
げられ、常温で液体、ペースト、固体のいずれの形態であっても構わない。油剤の例とし
ては、例えばセチルアルコール、イソステアリルアルコール、ラウリルアルコール、ヘキ
サデシルアルコール、オクチルドデカノール等の高級アルコール、イソステアリン酸、ウ
ンデシレン酸、オレイン酸等の脂肪酸、ミリスチン酸ミリスチル、ラウリン酸ヘキシル、
ミリスチン酸オクチルドデシル、オレイン酸デシル、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチ
ルオクタン酸へキシルデシル、モノステアリン酸グリセリン、トリオクタン酸グリセリン
、フタル酸ジエチル、モノステアリン酸エチレングリコール、オキシステアリン酸オクチ
ル等のエステル類、ステアリン酸コレステリル、オレイン酸コレステリル、分岐脂肪酸コ
レステリル等のコレステロールエステル、流動パラフィン、ワセリン、スクワラン等の炭
化水素、ラノリン、還元ラノリン、カルナバロウ等のロウ、ミンク油、カカオ脂、ヤシ油
、パーム核油、ツバキ油、ゴマ油、ヒマシ油、オリーブ油等の油脂、ジメチルポリシロキ
サン、環状ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン等のシリコーン油等
が挙げられる。
【００２５】
　粉体の例としては、赤色２０１号、黄色４号、青色１号、黒色４０１号等の色素、黄色
４号Ａｌレーキ、黄色２０３号Ｂａレーキ等のレーキ色素、ナイロンパウダー、シルクパ
ウダー、シリコーンパウダー、セルロースパウダー、シリコーンエラストマー球状粉体、
ポリエチレン末等の樹脂、黄酸化鉄、赤色酸化鉄、酸化クロム、カーボンブラック、群青
、紺青等の有色顔料、酸化亜鉛、酸化チタン等の白色顔料、タルク、マイカ、セリサイト
、カオリン等の体質顔料、雲母チタン等のパール顔料等の顔料、硫酸バリウム、炭酸カル
シウム、炭酸マグネシウム、珪酸マグネシウム等の金属塩、シリカ、アルミナ等の無機粉
体、ベントナイト、スメクタイト、窒化ホウ素等が挙げられる。これらの粉体の形状（球
状、棒状、針状、板状、不定形状、燐片状、紡錘状等）に特に制限はない。
【００２６】
　生理活性成分としては、皮膚に塗布した場合に皮膚に何らかの生理活性を与える物質が
挙げられる。例えば、老化防止剤、紫外線防御剤、ひきしめ剤、抗酸化剤、保湿剤、血行
促進剤、抗菌剤、殺菌剤、乾燥剤、冷感剤、温感剤、ビタミン類、アミノ酸、創傷治癒促
進剤、刺激緩和剤、鎮痛剤、細胞賦活剤、酵素成分等が挙げられる。
【００２７】
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　本発明の化粧料は、常法に従って製造することができる。また、本発明の化粧料として
は、基礎化粧料、メイクアップ化粧料、ボディ化粧料等が挙げられる。剤形も目的に応じ
て任意に選択することができる。すなわち、液状、クリーム状、ジェル状、乳液状、シー
ト状、エアゾール状等のものが挙げられる。本発明の化粧料は、一般の化粧料に限定され
るものではなく、医薬部外品、指定医薬部外品、外用医薬品等を包含するものである。
【実施例】
【００２８】
実施例１～６、比較例１～６［化粧水］
　以下、実施例及び比較例によって、本発明を具体的に説明する。また、実施例及び比較
例で得られた化粧料についての、荒れ肌改善効果及び刺激性低減効果の評価方法を以下に
示す。尚、含有量は全て質量％である。また、本発明はこれら実施例に限定されるもので
はない。
［荒れ肌改善効果］
　表１に示す各組成の化粧料を常法により調製した。下肢外側部に荒れ肌を実感している
敏感肌パネラー１０名を対象として、コントロールを片方の足の下肢外側部に、各実施例
・比較例の化粧料をもう片方の足の下肢外側部に、１日２回塗布し、１週間連用を行った
。コントロール塗布側の荒れ肌改善度に比べたときの各実施例・比較例の荒れ肌改善度を
、表２に示す評価基準に従って、パネラー自身が評価し、全パネラーの合計点数を以って
評価結果とした。したがって、点数が高いほどコントロールに対する荒れ肌改善効果に優
れていることを示す。結果を表３に示す。
［敏感肌パネラーによる刺激感評価］
　尚、実施例での刺激感の評価は、上述の試験において、同じ敏感肌パネラー２０名のア
ンケート回答によって評価した。
【００２９】
　その評価基準は次の通りである。
評価は２０名の評点の合計点で評価し、結果を表３に記載する。
［刺激感］
＋＋＋　　：　　かなりの刺激感を感じる（評点３）
＋＋　　　：　　刺激感を感じる　　　　（評点２）
＋　　　　：　　わずかに刺激感を感じる（評点１）
－　　　　：　　刺激感を感じない　　　（評点０）
【００３０】
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【表１】

【００３１】

【表２】

【００３２】
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【表３】

【００３３】
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実施例７～９
　以下、表４～６に示す各組成の化粧料（実施例７：化粧水、実施例８：乳液、実施例９
：クリーム）を常法により調製した。
【００３４】
　実施例１～６と同様に評価したところ、いずれの化粧料も、荒れ肌の予防もしくは改善
効果に優れ、しかも皮膚への刺激性の少ない化粧料であった。
実施例７［化粧水］
【００３５】
【表４】

【００３６】
実施例８［乳液］
【００３７】
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【表５】

【００３８】
実施例９［クリーム］
【００３９】
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【表６】

【００４０】
　尚、上記実施例における香料は、下記香料処方のものを用いた。
【００４１】
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【表７】

【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明の化粧料は、荒れ肌の予防もしくは改善効果に優れ、しかも皮膚への刺激性の少
ない化粧料である。
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